
● 男女共同参画意識の醸成 ④へ ① 男女共同参画の教育の推進

男女共同参画についての広報・啓発活動 ②へ ② 男女共同参画についての広報啓発活動

職員への意識啓発 ①②へ

男女共同参画の視点に立った家庭教育の推進 ①②へ ★ ③ 男性自身の意識の変革による家庭参画の促進

男女共同参画の視点に立った学校教育の推進 ①③⑭へ ④ 男性シニア層を中心とした固定的性別役割分担の解消

男女共同参画の視点に立った地域教育の推進 ①④へ

● まちづくりにおける男女共同参画の推進 ②⑨へ ★ ⑤ 女性の活躍に向けた人材育成支援

就労の場における男女共同参画の推進 ⑤⑥⑦⑧へ ★ ⑥ 仕事と子育てや介護等との両立支援

★ ⑦ 働きやすい職場環境整備に向けた支援

意思決定の場への女性の登用促進 ⑩⑪へ ★ ⑧ 女性のチャレンジへの支援

男女共同参画推進団体等との連携による推進 ⑨へ ⑨ 地域における男女共同参画の推進

● 企業における働きやすい職場環境づくりの推進 ⑦へ ★ ⑩ 市の政策・方針決定過程における女性の登用促進

勤労者等への意識啓発・理解の促進 ①⑦へ ★ ⑪ 自営の商工業や農業・林業従事者，地域等における方針決定への女性の参画促進

● 仕事と子育ての両立支援 ⑥へ

● 仕事と介護の両立支援 ⑥へ

● 男性の家庭参画の促進 ③へ

● 配偶者や恋人からの暴力対策の推進 ⑫へ ⑫ 配偶者や恋人からの暴力対策の推進

女性に対する暴力防止啓発 ⑬へ ⑬ 女性に対する性暴力・性犯罪被害等の未然防止

性や健康についての学習・教育の推進 ⑭へ ⑭ 性についての理解促進

ライフステージや身体的特性に応じた健康支援 ⑮へ ⑮ 性差に応じた健康支援

「第４次宇都宮市男女共同参画行動計画」の施策体系

第３次行動計画（現行計画）の施策体系（●：重点施策）

基本目標・施策の方向・施策 基本目標・施策の方向・施策 見直し内容

基本目標Ⅰ　男女共同参画社会に向けた行動を促す意識の変革

施策の方向１　性別による固定的な役割分担や慣行の見直し 施策の方向１　男女共同参画を実践・行動に繋げるための教育・啓発の推進

施策の方向２　男女共同参画の視点に立った教育の推進 施策の方向２　男性を中心とした意識変革による固定的性別役割分担や慣行の見直し

施策の方向７　性に対する理解促進と生涯を通じた男女の健康支援 施策の方向７　性に対する理解促進と性差に応じた健康支援

第４次行動計画の施策体系（案）（★：女性活躍推進法に対応した施策）（下線部は変更箇所）

施策の方向５　WLBを生み出す環境づくり 施策の方向５　意思決定過程における男女共同参画の推進

基本目標Ⅲ　男女が互いに人権を尊重し大切にする社会の実現 基本目標Ⅲ　人権が守られ尊重される社会に向けた環境整備

施策の方向６　男女間におけるあらゆる暴力の根絶 施策の方向６　男女間におけるあらゆる暴力の根絶

基本目標Ⅱ　さまざまな分野における男女共同参画社会の実現 基本目標Ⅱ　さまざまな分野における男女共同参画の推進

施策の方向３　男女が共に活躍できる分野の拡大 施策の方向３　雇用の場における女性の活躍の推進

施策の方向４　意思決定の場における男女共同参画の推進 施策の方向４　地域・社会における男女共同参画の推進

基本目標Ⅰ　男女共同参画意識が定着した社会の実現

別紙１

基本目標Ⅰに係る見直し内容

・教育の推進に係る施策を集約化

・意識啓発において，「男性の意識変革」が課題として挙げられたことから，

原則これまでどおり実施していく施策（施策の方向１）と「男性」の部分を柱

立てし，強化していく施策（施策の方向２）に振り分け

基本目標Ⅱに係る見直し内容

・「さまざまな分野」を明確化して柱立て

・「女性活躍推進法」の施行を受け，女性活躍に係る具体的な課題を抽出

し，施策を設定

・施策の方向４の⑨について，男女共同参画推進団体だけではなく，地域

として広く設定

・施策の方向５の⑩について，現行計画では，「審議会等委員に占める女

性の割合」を成果指標として掲げたが，依然として女性割合が低いことが

課題として挙げられたため，「市の政策・方針決定過程における女性の登

用促進」に影響を与える施策を設定

基本目標Ⅲに係る見直し内容

・施策の方向６の⑬について， 「ＪＫビジネス」や「ＡＶ出演強要問題」など

の新たな課題を受け，「性暴力・性犯罪」を追加設定



第４次行動計画の施策体系（案）（★：女性活躍推進法対応の施策）（下線部は変更箇所）

成果指標 現状値 把握方法等

男女共同参画の教育の推進

男女共同参画についての広報啓発活動

★ 男性自身の意識の変革による家庭参画の促進

男性シニア層を中心とした固定的性別役割分担の解消

★ 女性の活躍に向けた人材育成支援

★ 仕事と子育てや介護等との両立支援

★ 企業における職場環境整備に向けた支援

★ 女性のチャレンジへの支援

地域における男女共同参画の推進

★ 市の政策・方針決定過程における女性の登用促進

★ 自営の商工業や農業・林業従事者，地域等における方針決定への女性の参画促進

指標⑧
審議会等委員に占める女性の割合（国，県の成果目
標）

24.6%（H28） 毎年度

指標⑨
本市職員の管理職に占める女性の割合（国の成果
目標）

10.8%（H28） 毎年度

配偶者や恋人からの暴力対策の推進

女性に対する性暴力・性犯罪被害等の未然防止

性についての理解促進

生涯を通じた男女の健康づくり支援

指標⑤
男性の育児休業取得率（国，県の成果目標）

指標⑥
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策
定中小企業数（県の成果目標）

指標⑦
社会活動に参加する割合
※　PTA，生涯学習，スポーツ，NPO，ボラン
ティア活動など

「男女共同参画に関する市
民意識調査等」より５年ご
と

なし

「男女共同参画に関する市
民意識調査等」より５年ご
と

5.8%

「女性の活躍推進企業デー
タベース」より毎年度

「市政に関する世論調査」
より毎年度

38企業（平成29年8月31日現在）

30.6%（H28）

「国勢調査」より５年ごと

指標④
民間企業の管理職に占める女性の割合（課長相
当職）（国の成果目標）

60.8%指標③
女性の就業率（２５～４４歳まで）（国の成果目

標）

なし
参考（国，県の男女の割合約１：7）
(H28）

「男女共同参画に関する市
民意識調査等」より５年ご
と

7.2％（H28）
※「男は仕事，女は家庭」という考え方
に肯定的な市民の割合

「市政に関する世論調査」
より毎年度

基本目標Ⅲ
人権が守られ
尊重される社
会に向けた環
境整備

施策の方向６　男女間におけるあらゆる暴力の根絶 成果指標⑧
過去２年間に配偶者や恋人
から暴力を受けたことのあ
る女性の割合

成果指標⑨
パートナー（配偶者や恋人
など）が，自分の健康状態
について理解していると思
う市民の割合

施策の方向７　性に対する理解促進と生涯を通じた男女の健康づくり支援

施策の方向３　雇用における女性の活躍の推進

施策の方向４　地域・社会における男女共同参画の推進

施策の方向５　意思決定過程における男女共同参画の推進

成果指標③
・地域などで社会的な活動
を行っている市民の割合

成果指標④
・審議会等委員に占める女
性の割合

成果指標⑤
・結婚や出産・育児にかか
わらず，ずっと職業を持ち
続けている女性の割合

成果指標⑥
・出産・育児後，再就職で
きている女性の割合

成果指標⑦
・「仕事」と「家庭生活」
と「個人・地域の生活」の
すべてを優先できている市
民の割合の理想と現実の差

基本目標Ⅱ
さまざまな分
野における男
女共同参画の
推進

「第４次宇都宮市男女共同参画行動計画」の成果指標

基本目標Ⅰ
男女共同参画
社会に向けた
行動を促す意
識の変革

施策の方向１　男女共同参画を実践・行動に繋げるための教育・啓発の推進 成果指標①
・社会全体で男女の地位が
平等になっていると感じる
市民の割合

成果指標②
・「男は仕事，女は家庭」
という考え方について肯定
的な市民の割合

施策の方向２　男性を中心とした意識変革による固定的性別役割分担や慣行の見直し

指標①
男女の家事・育児・介護時間の割合

指標②
「夫は外で働き，妻は家庭を守るべきである」
という考え方肯定的な市民の割合

基本目標 施策の方向・施策 現行計画の成果指標
第４次行動計画の成果指標

指標⑩
この１年間に配偶者から暴力を受けたことのあ
る女性の割合（国，県の意識調査項目，県：この１年間

⇒これまでに）

指標⑪
LGBTの言葉の認知度

なし
※現行の成果指標：18.3％（H28）

「市政に関する世論調査」
より毎年度

41.0%（H28） 「市政に関する世論調査」
より毎年度


